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京都大学大学文書館利用等要項（平成１３年２月２７日総長裁定）一部改正 新旧対照表 

 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 

備考 

 

 

［略 ］ 

（写しの交付） 

第１９ ［略 ］ 

２ 写しの交付は、当該特定歴史公文書等の媒体に応じて、次の各号に定め

る方法について、大学文書館が指定した方法のうちから当該利用請求者が

希望する方法により、実施するものとする。この場合において利用請求者

は、併せて部数を指定しなければならない。 

（１） 文書又は図画（法第１６条第３項の規定に基づく利用のために作成

された複製物を含む。） 

ア 用紙に複写したもの 

［削除］ 

イ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録 

ウ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を用紙に出力したも

の 

エ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（日本産

業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する直径１２０ミリメートル

の光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写

したもの 

オ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（日本産

業規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの

再生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写したもの 
（２） ［略 ］ 

３ ［略 ］ 

４ ［略 ］ 

５ ［略 ］ 

（手数料） 
第２０ 第１９により写しの交付を受ける者は、料金表に基づき算出した手数

料を次の各号のいずれかの方法により納付しなければならない。 
（１） 閲覧室の受付における現金納付 
（２） 本学が指定する銀行口座への振込納付（振込に係る手数料は、写しの交

付を受ける者が負担するものとする。） 
［略 ］ 

 

 

［略 ］ 

（写しの交付） 

第１９ ［略 ］ 

２ 写しの交付は、当該特定歴史公文書等の媒体に応じて、次の各号に定め

る方法について、大学文書館が指定した方法のうちから当該利用請求者が

希望する方法により、実施するものとする。この場合において利用請求者

は、併せて部数を指定しなければならない。 

（１） 文書又は図画（法第１６条第３項の規定に基づく利用のために作成

された複製物を含む。） 

ア 用紙に複写したもの 

イ 撮影したマイクロフィルムのネガ 

ウ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録 

エ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を用紙に出力したも

の 

オ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（日本産

業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する直径１２０ミリメートル

の光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写

したもの 

カ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（日本産

業規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの

再生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写したもの 

（２） ［略 ］ 

３ ［略 ］ 

４ ［略 ］ 

５ ［略 ］ 

（手数料） 

第２０ 第１９により写しの交付を受ける者は、料金表に基づき算出した手

数料を閲覧室の受付において現金で納付し、又は大学文書館に郵便書留で

送付しなければならない。この場合、大学文書館に郵便書留で送付する際

において必要な費用は、当該利用請求者が負担するものとする。 

 

［略 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定歴史的公文書等の写しの交付方法の見直しを

行ったことに伴い、撮影したマイクロフィルムの

ネガによる交付を廃止するため改正するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定歴史的公文書等の写しの交付に係る手数料の

納付方法を改めるため改正するもの。 
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料金表（第２０関係） 

特定歴史公文書等の

媒体 
写しの交付の実施の方法 実施手数料の額 

１  文書又は図 画

（第６及び法第１

６条第３項の規定

に基づく利用のた

めに作成された複

製物を含む。） 

イ 複写機により用紙（日本産

業規格Ａ４判、Ｂ４判又はＡ

３判をいう。以下この表にお

いて同じ。）に複写したもの

の交付（第６及び法第１６条

第３項の規定に基づく利用

のために作成された複製物

に限る。） 

用紙１枚につき２０円、

カラー出力６０円 

［削除］ 

 

 

［削除］ 

［削除］ 

 

 

 

 

［削除］ 

ロ スキャナ等により読み取

ってできた電磁的記録の情

報通信技術を用いた交付（第

６及び法第１６条第３項の

規定に基づく利用のために

作成された複製物に限る。） 

文書又は図画１枚ごと

に１０円 

ハ スキャナ等により読み取

ってできた電磁的記録の情

報通信技術を用いた交付（第

６及び法第１６条第３項の

規定に基づく利用のために

作成された複製物を除く。） 

文書又は図画１枚ごと

に８８円 

ニ スキャナ等により読み取

ってできた電磁的記録を用

紙に出力したものの交付 

用紙１枚につき１２１

円、カラー出力１６５円 

ホ スキャナ等により読み取

ってできた電磁的記録を光

ディスク（日本産業規格Ｘ０

６０６及びＸ６２８１に適

合する直径１２０ミリメー

トルの光ディスクの再生装

光ディスク１枚につき

１，１００円に当該文書

又は図画１枚ごとに 

８８円を加えた額 

料金表（第２０関係） 

特定歴史公文書等の

媒体 
写しの交付の実施の方法 実施手数料の額 

１  文書又は 図面

（第６及び法第１

６条第３項の規定

に基づく利用のた

めに作成された複

製物を含む。） 

イ 複写機により用紙に複写

したものの交付（第６及び法

第１６条第３項の規定に基

づく利用のために作成され

た複製物に限る。） 

 

 

 

用紙１枚につき２０円、

カラー出力６０円（Ｂ４

判及びＡ３判について

も同じ。） 

ロ 撮影したモノクロマイク

ロフィルムのネガの交付 

１コマの撮影につき８

０円（間紙が必要な場合

は９０円） 

ハ 撮影したモノクロマイク

ロフィルムを用紙に出力し

たものの交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用紙１枚につき１２０

円（Ｂ４判については１

４０円、Ａ３判について

は１８０円） 

ニ スキャナにより読み取っ

てできた電磁的記録を用紙

に出力したものの交付 

用紙１枚につき１１０

円（カラー出力について

は１３０円） 

ホ スキャナにより読み取っ

てできた電磁的記録を光デ

ィスク（日本産業規格Ｘ０６

０６及びＸ６２８１に適合

する直径１２０ミリメート

ルの光ディスクの再生装置

光ディスク１枚につき

３００円に当該文書又

は図面１枚ごとに７０

円を加えた額 

 

 

 

規程本文との用語の統一を図るとともに、用語の

定義を明確にするため改正するもの。 

 

 

 

 

 

 

特定歴史的公文書等の写しの交付方法の見直しを

行ったことに伴い、撮影したマイクロフィルムの

ネガによる交付及び用紙に出力したものの交付を

廃止するため改正するもの。 

 

 

 

 

特定歴史的公文書等の写しの交付方法の見直しを

行ったことに伴い、スキャナ等により読み取って

できた電磁的記録の情報通信技術を用いた交付方

法にかかる実施手数料の額を定めるため改正する

もの。 

 

 

 

 

 

 

 

特定歴史的公文書等の写しの交付方法について、

外部委託により写しの交付に係る複製物作成業務

を実施しているが、人件費及び資材の高騰が原因

で、現在の手数料額が維持できないため、実施手

数料の額を改定するため改正するもの。 
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置で再生することが可能な

ものに限る。）に複写したも

のの交付 

ヘ スキャナ等により読み取

ってできた電磁的記録を光

ディスク（日本産業規格Ｘ６

２４１に適合する直径１２

０ミリメートルの光ディス

クの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に

複写したものの交付 

光ディスク１枚につき

１，３２０円に当該文書

又は図画１枚ごとに 

８８円を加えた額 

２ 電磁的記録 イ  ［略 ］  ［略 ］ 

ロ 電磁的記録として複写し

たものを光ディスク（日本産

業規格Ｘ０６０６及びＸ６

２８１に適合する直径１２

０ミリメートルの光ディス

クの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に

複写したものの交付 

光ディスク１枚につき 

１，３２０円 

ハ 電磁的記録として複写し

たものを光ディスク（日本産

業規格Ｘ６２４１に適合す

る直径１２０ミリメートル

の光ディスクの再生装置で

再生することが可能なもの

に限る。）に複写したものの

交付 

光ディスク１枚につき 

１，６５０円 

 

で再生することが可能なも

のに限る。）に複写したもの

の交付 

ヘ スキャナ等により読み取

ってできた電磁的記録を光

ディスク（日本産業規格Ｘ６

２４１に適合する直径１２

０ミリメートルの光ディス

クの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に

複写したものの交付 

光ディスク１枚につき

５００円に当該文書又

は図面１枚ごとに７０

円を加えた額 

２ 電磁的記録 イ  ［略 ］  ［略 ］ 

ロ 電磁的記録として複写し

たものを光ディスク（日本産

業規格Ｘ０６０６及びＸ６

２８１に適合する直径１２

０ミリメートルの光ディス

クの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に

複写したものの交付 

光ディスク１枚につき

３００円 

ハ 電磁的記録として複写し

たものを光ディスク（日本産

業規格Ｘ６２４１に適合す

る直径１２０ミリメートル

の光ディスクの再生装置で

再生することが可能なもの

に限る。）に複写したものの

交付 

光ディスク１枚につき

５００円 

 

 


